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   甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例制定について 

 甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   甲府市職員給与条例等の一部を改正する条例 

（甲府市職員給与条例の一部改正） 

第１条 甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第５条の２第５項各号列記以外の部分中「第２条」を「第５条」に改め、同項

第１号中「第２条第１号」を「第５条第１号」に改め、同項第２号中「第２条第

２号」を「第５条第２号」に改め、同項第３号中「第２条第３号」を「第５条第

３号」に改め、同条第６項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第４８条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」

を削る。 

第４８条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削る。 

第４８条の４第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同

法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しく

は失職し」を削る。 

（甲府市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第２条 甲府市職員退職手当支給条例（昭和２５年１０月条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 



 

第１０条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」

を削る。 

 （甲府市学校職員給与条例の一部改正） 

第３条 甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第４条第５項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

  第２６条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第 

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」

を削る。 

  第２６条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除 

く。）」を削る。 

  第２７条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第 

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失

職し」を削る。 

 （企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第４条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年３月条例第１５ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条及び第１２条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

  第１３条第２項第２号中「（同法第１６条第１項に該当する場合を除く。）」 

を削る。 

 （甲府市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第５条 甲府市職員の分限に関する条例（昭和３８年４月条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

 （甲府市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第６条 甲府市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年７ 

月条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を削り、同条第２号を同条第１号とし、同条第３号中「免職」を 



 

「懲戒免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 

附 則 

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行う等については、この条例を制定

する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 


